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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年４月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１月２０日 １５時１５分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市妙
みょう

見
けん

埼北西方沖 

 妙見埼灯台から真方位３１８°６.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１.４′ 東経１３０°３５.４′） 

事故の概要 遊漁船星
せい

龍
りゅう

丸は、南南東進中、また、プレジャーボート飛
ひ

竜
りゅう

は、

漂泊中、両船が衝突した。 

飛竜は、船長が負傷し、操舵区画の脱落等を生じて沈没し、また、

星龍丸は、船首部外板の亀裂を伴う擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 星龍丸、６.６トン 

   ２９０－５８０８９福岡、個人所有 

   １３.８０ｍ（Lr）×３.１０ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２３.００kＷ、平成１６年１０月 

Ｂ プレジャーボート 飛竜、５トン未満 

   ２９１－３５１８８福岡、個人所有 

   ７.４９ｍ（Lr）×２.５２ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８８.２５kＷ、平成７年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年９月２２日 

    免許証交付日 平成３０年４月１０日 

           （令和５年９月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年１０月１３日 

    免許証交付日 平成３１年２月１８日 

           （令和６年１０月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂を伴う擦過傷及び推進器翼２枚の曲損 

Ｂ 操舵区画の脱落、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客９人を乗せ、遊漁の目的

で、令和３年１月２０日０６時３０分ごろ妙見埼北北西方沖の釣り場

へ向けて福岡県芦
あし

屋
や

町の柏
かし

原
ばら

漁港を発進した。 

 Ａ船は、０７時００分ごろ妙見埼北西方沖約１０.３Ｍの釣り場で

遊漁を始め、その後、釣り場を移動して遊漁を行い、１５時００分ご

ろ遊漁を終えて妙見埼北北西方沖約１１.４Ｍの釣り場から帰途につ

いた。 

 船長Ａは、操舵室内右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、ヘ

ッドアップ、オンセンターで２Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、

１６０°の針路真方位及び約２２ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で、自動操舵によって南南東進を始めた。 

 船長Ａは、船首方に船首浮上による死角が生じた状態で、時折、レ

ーダー画面を見ながら航行を続けていたもののＢ船に気付かず、同じ

針路、速力で航行中、１５時１５分ごろＡ船の船首部とＢ船の右舷中

央部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝撃を感じて主機を中立運転とし、船尾方にＢ船とその

船首付近に船長Ｂを認め、Ｂ船と衝突したことに気付き、Ａ船を接近

させて釣り客と共に船長ＢをＡ船上に乗せ、本事故の発生と船長Ｂを

救助してＢ船が沈みそうであることなどを１１８番通報して救急車を

要請し、間もなくＢ船が沈没したのを認めて柏原漁港へ向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０９時００分ご

ろ妙見埼北西方沖約９.８Ｍの釣り場へ向けて北九州市若松区のマリ

ーナを発進した。 

 船長Ｂは、１０時００分ごろから目的の釣り場で釣りを始め、その

後、釣り場を移動して釣りを行い、１３時００分ごろ本事故発生場所

付近に移り、主機を停止して左舷船尾からパラシュート型シーアンカ

ーを投入し、左舷船尾にあるバッテリー格納庫の上に腰を掛けた姿勢

で釣りを再開した。 

 船長Ｂは、１５時０５分ごろ立ち上がって周囲を確認し、接近する

他船を認めなかったので、船首が西北西方へ向いたＢ船上で、操舵区

画で右舷船首方が死角となる左舷船尾に再び腰を掛け、左舷方の福岡

県宗像市地
じの

島方向に出した竿
さお

先を注視しながら釣りを行っていたとこ

ろ、突然、衝撃を感じるとともに左舷方へ投げ出され、海中に転落し

た。 

船長Ｂは、ウエストベルト型の膨張式救命胴衣が作動して海面に浮

き上がり、転覆することなく操舵区画が脱落したＢ船を認め、その
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後、Ａ船を認めてＡ船と衝突したことが分かり、Ｂ船の船首部につか

まった後、Ｂ船に上がり、戻って来たＡ船に移乗して柏原漁港へ運ば

れ、救急車によって病院へ搬送され、左後頭部打撲傷及び全身打撲と

診断された。 

Ｂ船は、衝突後、すぐに浸水が始まり、船長ＢがＡ船に救助されて

間もなく沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船（平成

７年撮影） 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、約２２kn の速力で航行中、右舷側の操縦席

に腰を掛けた姿勢で船首方を見たとき、船首が浮上して右舷船首方に

約８°、左舷船首方に約１２°の死角を生じた状態であった。 

 船長Ａは、ふだん、船首が浮上して死角が生じた場合は、レーダー

を活用し、船首方に映像を認めたときには船首を左右に振って前路を

確認していたが、本事故当時、レーダー画面を見た時に波の影響もあ

って小型のＦＲＰ船であるＢ船の映像に気付かなかったものと本事故

後に思った。 

 Ｂ船は、レーダーはなく、ＧＰＳプロッター及び電子ホーンを装備

し、小型のレーダー反射器を操舵室内前面窓ガラス付近に置き、錨泊

中ではなかったが、操舵区画左舷側の筒に挿した約２.５ｍの竿に黒

色の球形形象物を三角形の旗と共に揚げていた。 

 船長Ｂは、１５時０５分ごろ小用のために立ち上がった際に周囲を

確認して他船を認めなかったので、当分の間、接近する他船はいない

と思い、左舷船尾のバッテリー格納庫の上に腰を掛けて竿先を見なが

ら釣りを続け、操舵区画が妨げとなって右舷船首方から接近するＡ船

に気付いていなかった。 

船長Ｂは、本事故後、１人で釣りに行くときにはもっと短いサイク

ルで周囲の見張りを行うようにし、レーダーを備え、もっと大型の航

海用レーダー反射器を操舵区画の外に備え付けようと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、船首方に死角が生じた状態で妙見埼北西方沖を南南東進

中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、同じ針

路、約２２kn の速力で航行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船

に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、２Ｍレンジに設定したレーダーに航行の支障となる船舶

の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないと思ったものと

考えられる。 

 Ｂ船は、妙見埼北西方沖において釣りを行いながら漂泊中、船長Ｂ
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が、当分の間、接近する他船はいないと思い、操舵区画で右舷船首方

が死角となる左舷船尾側に腰を掛けた姿勢で漂泊を続けたことから、

右舷船首方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ｂは、小用のために立ち上がった際に周囲を確認して他船を認

めなかったことから、当分の間、接近する他船はいないと思ったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、妙見埼北西方沖において、Ａ船が船首方に死角が生じた

状態で南南東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障とな

る他船はいないと思い、同じ針路、速力で航行を続け、また、船長Ｂ

が、当分の間、接近する他船はいないと思い、操舵区画で右舷船首方

が死角となる左舷船尾側に腰を掛けた姿勢で漂泊を続けたため、互い

に接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、船首の浮上で船首方に死角を生じた場合は、レ

ーダー上の映像を確認するだけでなく、時折、船首を左右に振っ

たり、減速したりするなどして死角を補い、常時、周囲の適切な

見張りを行うこと。 

 ・船舶所有者は、新たに船舶を建造する場合には、設計、建造に際

し、できる限り船首方の視界を確保することに留意すること。 

 ・船長は、漂泊中、周囲を確認したときに他船を認めなかった場合

でも、接近する他船はいないと思わず、立ち上がるなど姿勢を変

えて操舵区画等による死角を補って周囲の適切な見張りを行い、

衝突の危険を感じた際は、電子ホーン等で注意喚起し、衝突を避

けるための措置を採ること。 

 ・小型の船舶にあっては、簡易ＡＩＳ等を使用して、他船の動向の

把握や衝突防止を図ることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船（平成７年撮影） 

 

 


